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(57)【要約】

【課題】人間と協働して一連の作業を行う際に、人間の

行動状況に適応した動作を可能にする。

【解決手段】ロボット１０は、複数のタスクからなる一

連の作業を協働者と協調しながら実行するようにロボッ

ト１０を動作制御する制御装置１３を備える。制御装置

１３は、協働者の位置情報及び速度情報の経時的変化に

基づき、協働者のタスクに対する行動を推定する協働者

行動推定部２４と、当該推定された協働者の行動に応じ

たロボット１０の動作計画を設定する動作計画設定部２

５とを備えている。動作計画設定部２５では、通常行動

、依頼行動、支援行動からなる行動選択肢について動作

計画をそれぞれ作成し、ロボット及び協働者が実行する

タスクの負荷に対応する協働作業コストを求めて行動選

択肢の各行動を比較し、適切となる行動の動作計画を選

択する。

【選択図】          図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定のタスクを実行可能に動作する動作部と、周囲の環境情報を検出する検出装置と、当
該検出装置の検出結果に基づき前記動作部を動作制御する制御装置とを備え、複数の前記
タスクからなる一連の作業を協働者と協調しながら実行するロボットにおいて、
前記検出装置では、協働者を含むロボット周囲の物体の位置情報及び速度情報が検出され
、
前記制御装置は、協働者の前記位置情報及び前記速度情報の経時的変化に基づき、協働者
の前記タスクに対する行動を推定する協働者行動推定部と、当該協働者行動推定部で推定
された協働者の行動に応じたロボットの移動軌道を含む動作計画を設定する動作計画設定
部と、前記動作計画に従ってロボットが動作するように前記動作部を制御する動作指令部
とを備え、
前記動作計画設定部では、ロボット及び協働者が事前設定により互いに与えられた前記タ
スクを実行する通常行動と、ロボットが自身の前記タスクの少なくとも１部を前記協働者
に代替してもらう依頼行動と、ロボットが協働者の前記タスクの少なくとも１部を代替す
る支援行動とからなる行動選択肢について、前記動作計画をそれぞれ作成し、ロボット及
び協働者が実行する前記タスクの負荷に対応する協働作業コストを求め、当該協働作業コ
ストに基づいて前記行動選択肢の各行動を比較し、適切となる行動の前記動作計画を選択
することを特徴とするロボット。
【請求項２】
所定のタスクを実行可能に動作する動作部と、周囲の環境情報を検出する検出装置と、当
該検出装置の検出結果に基づき前記動作部を動作制御する制御装置とを備え、複数の前記
タスクからなる一連の作業を協働者と協調しながら実行するロボットにおいて、
前記検出装置では、協働者を含むロボット周囲の物体の位置情報及び速度情報が検出され
、
前記制御装置は、協働者の前記位置情報及び前記速度情報の経時的変化に基づき、協働者
の前記タスクに対する行動を推定する協働者行動推定部と、当該協働者行動推定部で推定
された協働者の行動に応じたロボットの移動軌道を含む動作計画を設定する動作計画設定
部と、前記動作計画に従ってロボットが動作するように前記動作部を制御する動作指令部
とを備え、
前記動作計画設定部は、協働者及びロボットのそれぞれについて、現在実行中の直近タス
クの負荷とそれ以外の残存タスクの負荷の合計に対応した協働作業コストを算出するコス
ト算出部と、前記協働作業コストに基づき、予め設定された行動選択肢の中から適切な行
動を選択する行動選択部とを備え、
前記行動選択肢として、ロボット及び協働者が事前設定により互いに与えられた前記タス
クを実行する通常行動と、ロボットが自身の前記タスクの少なくとも１部を前記協働者に
代替してもらう依頼行動と、ロボットが協働者の前記タスクの少なくとも１部を代替する
支援行動とが設定され、
前記コスト算出部では、前記行動選択肢の各行動についてそれぞれ前記協働作業コストが
算出されることを特徴とするロボット。
【請求項３】
前記行動選択部では、協働者及びロボットの前記協働作業コストを総合した総合コストに
基づいて、前記依頼行動若しくは前記支援行動を前記通常行動と比較し、前記依頼行動若
しくは前記支援行動が前記通常行動よりも小さいことを条件として、前記依頼行動若しく
は前記支援行動が選択されることを特徴とする請求項２記載のロボット。
【請求項４】
前記行動選択部では、前記依頼行動や前記支援行動の際に、協働者の主張に対してロボッ
トが同調するリアクティブの状態と判断された場合、前記協働作業コストに対して所定の
係数が掛け合わされ、その際の行動を起こし易くするように設定されることを特徴とする
請求項２記載のロボット。
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【請求項５】
前記行動選択部では、ロボットが前記依頼行動や前記支援行動を選択してロボットから協
働者に主張するプロアクティブの状態とした場合、直近の行動が終了するまで、別の行動
の前記協働作業コストに対して所定の係数が掛け合わされ、当該別の行動を起こし難くす
るように設定されることを特徴とする請求項２記載のロボット。
【請求項６】
前記行動選択部では、ロボットが前記依頼行動や前記支援行動を開始した後に、何らかの
理由によって協働者が反応できなかった場合に、これら行動を断念して別の行動に変更す
るよう、前記協働作業コストに対して所定の係数が掛け合わされることを特徴とする請求
項２記載のロボット。
【請求項７】
前記協働者行動推定部は、協働者における前記各タスクの達成度を推定する達成度推定部
と、協働者が前記各タスクを実行する際の移動軌道を推定し、当該移動軌道に基づき、前
記各タスクへの移動容易性に対応するエネルギーを算出する協働者動作計画部と、前記達
成度及び前記エネルギーの尤度を算出する尤度算出部と、前記尤度から、前記各タスクを
協働者が実行する確率であるタスク実行確率をベイズ推定により周期的に更新するベイズ
更新部とを備えたことを特徴とする請求項２記載のロボット。
【請求項８】
所定の複数のタスクからなる一連の作業を協働者と協調しながら実行するロボットの行動
を決定するシステムであって、
協働者の位置情報及び速度情報の経時的変化に基づき、協働者の前記タスクに対する行動
を推定する協働者行動推定部と、当該協働者行動推定部で推定された協働者の行動に応じ
たロボットの移動軌道を含む動作計画を設定する動作計画設定部とを備え、
前記動作計画設定部では、ロボット及び協働者が事前設定により互いに与えられた前記タ
スクを実行する通常行動と、ロボットが自身の前記タスクの少なくとも１部を前記協働者
に代替してもらう依頼行動と、ロボットが協働者の前記タスクの少なくとも１部を代替す
る支援行動とからなる行動選択肢について、前記動作計画をそれぞれ作成し、ロボット及
び協働者が実行する前記タスクの負荷に対応する協働作業コストを求め、当該協働作業コ
ストに基づいて前記行動選択肢の各行動を比較し、適切となる行動の前記動作計画を選択
することを特徴とするロボットの行動決定システム。
【請求項９】
所定の複数のタスクからなる一連の作業を協働者と協調しながら実行するロボットの行動
を決定するシステムのプログラムであって、
協働者の位置情報及び速度情報の経時的変化に基づき、協働者の前記タスクに対する行動
を推定する協働者行動推定部と、当該協働者行動推定部で推定された協働者の行動に応じ
たロボットの移動軌道を含む動作計画を設定する動作計画設定部としてコンピュータを機
能させ、
前記動作計画設定部では、ロボット及び協働者が事前設定により互いに与えられた前記タ
スクを実行する通常行動と、ロボットが自身の前記タスクの少なくとも１部を前記協働者
に代替してもらう依頼行動と、ロボットが協働者の前記タスクの少なくとも１部を代替す
る支援行動とからなる行動選択肢について、前記動作計画をそれぞれ作成し、ロボット及
び協働者が実行する前記タスクの負荷に対応する協働作業コストを求め、当該協働作業コ
ストに基づいて前記行動選択肢の各行動を比較し、適切となる行動の前記動作計画を選択
することを特徴とするロボットの行動決定システムのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、人間と協働して一連の作業を行う際に、人間の行動状況に適応した動作を可能
とするロボット、ロボットの行動決定システム及びそのプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
近時、人間が存在する複雑な環境下で自律的に移動可能となる様々な自律移動ロボットが
出現しており、人間と協調しながら所定のタスクを実行する自律移動ロボットの需要が高
まっている。このような自律移動ロボットにおいては、周囲の人間や障害物の状況をセン
シングし、これら人間や障害物との干渉を回避しながらタスクを行う必要がある。また、
人間との共存環境下で自律移動するロボットにおいては、人間の動きを考慮した人間との
協調的な動作が要求される。そこで、本発明者らは、自身の研究成果として、ロボットが
移動する環境に存在する人間の動きを踏まえた最適な移動経路や目的地を探索しながら行
動計画を行うロボットを種々提案している（特許文献１、特許文献２等参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０２０－４６７７３号公報
【特許文献２】特開２０２３－３２３８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、複数の人間（作業者）が共働して一連の作業を行う現場では、通常、各作業者
が自身に与えられたタスクを実行する。しかし、時には、「やってもらう」、「やってあ
げる」という協働譲り合い行動を取ることで、通常より作業効率を向上できる場合がある
。このような協働譲り合い行動は、相手の効率低下の代わりに、自身の効率向上を試みる
依頼行動と、自身の効率低下の代わりに、相手の効率向上を試みる支援行動がある。また
、主張的に相手との譲り合いを促すプロアクティブと、相手のプロアクティブな行動に同
調するリアクティブの関係性が考えられる。そこで、人間が共存する複雑な環境下で自由
に行動できるロボットが、人間と協働作業を行う際においても、ロボットと協働者の効率
をより効果的に向上させるためには、人間同士の作業遂行と同様、互いの状況や相手の行
動意図に応じて依頼行動や支援行動を選択し、プロアクティブとリアクティブの関係性も
逐次的に判断することが必要となる。
【０００５】
本発明は、このような課題に着目して案出されたものであり、その目的は、ロボットと協
働作業を行う際の協働者の行動を推定し、通常の行動の他に、相手方への依頼や支援を含
めた行動を計画し、それらの中から状況に応じて適切な行動を選択するロボット、ロボッ
トの行動決定システム及びそのプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
前記目的を達成するため、本発明は、主として、所定のタスクを実行可能に動作する動作
部と、周囲の環境情報を検出する検出装置と、当該検出装置の検出結果に基づき前記動作
部を動作制御する制御装置とを備え、複数の前記タスクからなる一連の作業を協働者と協
調しながら実行するロボットにおいて、前記検出装置では、協働者を含むロボット周囲の
物体の位置情報及び速度情報が検出され、前記制御装置は、協働者の前記位置情報及び前
記速度情報の経時的変化に基づき、協働者の前記タスクに対する行動を推定する協働者行
動推定部と、当該協働者行動推定部で推定された協働者の行動に応じたロボットの移動軌
道を含む動作計画を設定する動作計画設定部と、前記動作計画に従ってロボットが動作す
るように前記動作部を制御する動作指令部とを備え、前記動作計画設定部では、ロボット
及び協働者が事前設定により互いに与えられた前記タスクを実行する通常行動と、ロボッ
トが自身の前記タスクの少なくとも１部を前記協働者に代替してもらう依頼行動と、ロボ
ットが協働者の前記タスクの少なくとも１部を代替する支援行動とからなる行動選択肢に
ついて、前記動作計画をそれぞれ作成し、ロボット及び協働者が実行する前記タスクの負
荷に対応する協働作業コストを求め、当該協働作業コストに基づいて前記行動選択肢の各
行動を比較し、適切となる行動の前記動作計画を選択する、という構成を採っている。
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【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、予め設定されたタスクを実行する協働者の行動を随時推定することがで
き、当該推定に応じ、通常行動の他に、依頼行動や支援行動の協働譲り合い行動を含め、
それら行動の中から、協働者や作業の状況に応じて適切となるロボットの行動が適宜選択
され、ロボットと協働者とのスムーズな協調作業が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係るロボットの動作制御に関連する構成のみを概略的に表したブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００１０】
図１には、本実施形態に係るロボットの動作制御に関連する構成のみを概略的に表したブ
ロック図が示されている。本実施形態のロボット１０は、周囲の人間（以下、「協働者」
と称する）と協調しながら、予め設定された一連の作業を実行可能に動作する自律移動ロ
ボットである。当該一連の作業には、所定目標に対して移動して所定作業を実行する行動
であるタスクが様々存在する。例えば、複数の場所に散在する室内ゴミ等の対象物を他の
一箇所の目的地点となるゴミ箱等に集める一連の作業について、ロボット１０と協働者が
分担して行う場合には、ロボット１０と協働者それぞれが相互に異なる場所となる目標位
置の対象物に向かって移動するタスクと、それぞれが各対象物を把持するタスクと、それ
ぞれが目的となる地点である他の目標位置に運搬するタスクとがある。
【００１１】
前記ロボット１０には、予め設定されたタスクの実行を含む各種動作を可能に構成された
機構や機器からなる動作部１１と、ロボット１０の周囲の環境情報を検出する検出装置１
２と、検出装置１２の検出結果に基づき動作部１１の動作を制御する制御装置１３とが設
けられている。
【００１２】
前記動作部１１は、モータ等の駆動装置を動力源としてロボット１０を移動させるための
台車等を含む移動機構１５と、所定の音声を発するスピーカー１６と、所定空間内で動作
可能なアーム１７とを含む。これら移動機構１５、スピーカー１６及びアーム１７は、全
て公知の部材、機構、装置類等からなり、各構成についての詳細な図示説明を省略する。
【００１３】
前記検出装置１２は、ロボット１０の周囲に存在する協働者や壁その他の障害物等を含む
物体に関する各種情報の検出処理を実行するためのコンピュータ及び各種機器類等からな
る。この検出装置１２は、物体の位置情報を検出する位置検出部１９と、位置検出部１９
での検出結果に基づき、物体の速度情報を検出する速度検出部２０と、協働者からの音声
による発話情報を検出するマイク等の音声検出部２１とを備えており、所定の時間毎にこ
れら各情報を取得可能となっている。
【００１４】
前記位置検出部１９は、特に限定されるものではないが、公知のレーザレンジファインダ
等の測域センサの他に、カメラ情報を利用する深度センサを含む公知のセンサ類により構
成される。これらセンサ類により、検出時刻における物体の位置座標が取得されるととも
に、時系列データに基づき同一の物体か否かが判定される。その中で同一の協働者等の移
動物体については、取得した時系列の位置情報の変化から、速度検出部２０で速度情報が
求められることになる。
【００１５】
前記速度検出部２０では、本発明者らが既に提案した手法（特開２０２０－９１２３５号
公報）等により、ロボット１０周囲の協働者等の位置情報を取得した時刻毎に、当該位置
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情報から協働者等の速度情報が算出される。当該速度情報を導出するアルゴリズムについ
ては、本発明の本質要素ではないため、詳細な説明を省略する。
【００１６】
なお、前記検出装置１２としては、前述した各種情報を検出できる限りにおいて、前述の
態様の他に、様々なセンサ類、装置類、或いはシステム類等を適用することができる。
【００１７】
以上のように、ロボット１０周囲の所定範囲内に存在する物体に関する情報が、所定時間
毎に検出装置１２で逐次検出され、その検出タイミングで制御装置１３に伝送されて記憶
されるとともに、当該検出タイミング毎に制御装置１３にて以下の各処理が行われる。
【００１８】
この制御装置１３は、ロボット１０に一体的に或いは別体として設けられており、ＣＰＵ
等の演算処理装置及びメモリやハードディスク等の記憶装置等からなるコンピュータによ
って構成されている。当該コンピュータには、以下の各部として機能させるためのプログ
ラムがインストールされている。
【００１９】
前記制御装置１３は、各種データが記憶される記憶部２３と、協働者の位置情報及び速度
情報の経時的変化に基づき、協働者のタスクに対する行動を推定する協働者行動推定部２
４と、協働者行動推定部２４で推定された協働者の行動に応じたロボット１０の移動軌道
を含む動作計画を設定する動作計画設定部２５と、動作計画設定部２５で設定された動作
計画に従ってロボット１０が動作するように動作部１１を制御する動作指令部２６とを備
えている。
【００２０】
前記記憶部２３には、検出装置１２で逐次検出された各種情報が蓄積される他、予め設定
されるタスク情報、各種演算時における関係式や固定パラメータ、及び以下の処理結果の
データ等が記憶される。
【００２１】
ここで、タスク情報として、ロボット１０と協働者が予め設定された一連の作業を行う際
に、ロボット１０には、ｍ個のタスクＴＲ｛Ｔ１

Ｒ，Ｔ2
Ｒ，・・・・，Ｔｍ

Ｒ｝が与え
られ、協働者には、ｎ個のタスクＴＨ｛Ｔ１

Ｈ，Ｔ2
Ｈ，・・・・，Ｔｎ

Ｈ｝が与えられ
るとされる。また、各タスクについて、目標位置及び動作内容（掴む、置く等）に加え、
ロボット１０が作業に所要する平均的な時間を表すロボット目安作業時間ｔａｖｇ

Ｒ（Ｔ
Ｒ）、協働者が作業に所要する平均的な時間を表す協働者目安作業時間ｔａｖｇ

Ｈ（ＴＨ

）が予め設定される。更に、タスクの前後関係（置く動作を実行するためには掴む動作を
実行している必要がある等）を表す前工程タスクや次工程タスクの条件が事前に設定され
る。
【００２２】
前記協働者行動推定部２４は、協働者における各タスクの達成度を推定する達成度推定部
２８と、協働者が各タスクを実行する際の移動軌道を予測し、当該軌道軌道に基づき、各
タスクへの移動容易性に対応するエネルギーを算出する協働者動作計画部２９と、達成度
推定部２８及び協働者動作計画部２９での処理結果から、前記達成度及び前記エネルギー
の尤度を算出する尤度算出部３０と、尤度算出部３０で算出した尤度から、協働者が各タ
スクを次に実行する確率であるタスク実行確率をベイズ推定により周期的に更新するベイ
ズ更新部３１とを備えている。
【００２３】
前記達成度推定部２８では、次の演算処理が行われる。
【００２４】
協働者のタスク実行確率を求める上で、協働者が各タスクを既にどの程度達成しているか
を表すタスク達成度は重要な情報となる。このタスク達成度Ａ（Ｔ）は、初期値を０とし
、完全に達成された状態で１となる連続値と定義し、タスク達成度が大きいほど、そのタ
スクの実行確率が小さくなるように設定される。
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【００２５】
この達成度推定部２８では、検出装置１２で取得され記憶部２３に蓄積された協働者の経
時的な位置情報及び速度情報からなる時系列データから、協働者のｎ個のタスクＴＨ｛Ｔ
１
Ｈ，Ｔ2

Ｈ，・・・・，Ｔｎ
Ｈ｝におけるタスク達成度Ａ（ＴＨ）｛Ａ（Ｔ１

Ｈ），Ａ
（Ｔ２

Ｈ），・・・・，Ａ（Ｔｎ
Ｈ）｝が次のようにして推定される。

【００２６】
先ず、周期的に取得された協働者の位置ｘＨ、速度ｖＨから、協働者がタスクＴＨ｛Ｔ１

Ｈ，Ｔ2
Ｈ，・・・・，Ｔｎ

Ｈ｝を実行可能な距離範囲内ｄｍａｘ（Ｔ）で静止した秒数
ｔｅｌａｐ（Ｔ）が算出される。協働者の位置ｘＨと当該タスクＴＨ｛Ｔ１

Ｈ，Ｔ2
Ｈ，

・・・・，Ｔｎ
Ｈ｝の目標位置の距離差分をΔｄとし、予め設定され、人間が静止してい

るとみなす最低速度をｖｍｉｎ
Ｈとすると、静止秒数ｔｅｌａｐ（Ｔ）は、次式で算出さ

れる。
【数１】

なお、上式のＡ（Ｔｐｒｅｖ（Ｔ））は、当該タスクの前タスクのタスク達成度を表して
おり、前タスクが存在しない場合は１とされる。そして、算出したｔｅｌａｐ（Ｔ）を確
率変数とした正規分布の累積確率として、以下の式からタスク達成度Ａ（Ｔ）が求められ
る。
【数２】

なお、σＡは、タスク達成度を算出する際の固定パラメータであり、予め記憶部２３に記
憶される。
【００２７】
前記協働者動作計画部２９では、次の演算処理が行われる。
【００２８】
協働者のタスク実行確率を推定する上で、協働者が当該タスクの目標位置へ向かっている
傾向があるか、また、到達の容易さも重要な情報である。これらの情報を得るためには、
協働者が当該タスクへ向かう際の移動軌道を予測する必要がある。このとき、協働者が迂
回や回避しようとしている、通行できる道が無い等の状況を考慮し、次の手法により、各
タスクへ向かう際の移動軌道が算出される。ここでは、本発明者らが、特開２０２３－３
２３８１号公報にて既に提案した手法（Ａｄａｐｔｉｖｅ  Ｇｏａｌ  Ｆｉｎｄｅｒ（以
下、「ＡＧＦ」と称する））を、ロボット視点でなく協働者視点において、協働者のタス
クＴＨ｛Ｔ１

Ｈ，Ｔ2
Ｈ，・・・・，Ｔｎ

Ｈ｝に対して実行し、各タスクＴＨ｛Ｔ１
Ｈ，

Ｔ2
Ｈ，・・・・，Ｔｎ

Ｈ｝に向かう際の移動軌道が算出される。このＡＧＦは、作業内
容や当該環境における人とロボットとの相互作用の逐次的な予測に基づく移動目標位置探
索手法であり、具体的なアルゴリズムについては、本発明の本質部分でないため、詳細な
説明を省略する。
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【００２９】
次に、ＡＧＦで導出した協働者の各タスクＴＨ｛Ｔ１

Ｈ，Ｔ2
Ｈ，・・・・，Ｔｎ

Ｈ｝に
対する移動軌道から、各タスクＴＨ｛Ｔ１

Ｈ，Ｔ2
Ｈ，・・・・，Ｔｎ

Ｈ｝について、協
働者が当該タスクＴＨ｛Ｔ１

Ｈ，Ｔ2
Ｈ，・・・・，Ｔｎ

Ｈ｝の目的位置へ向かっている
傾向（速度方向差分）と、到達の容易さ（軌道コスト）に基づくエネルギーＥ（Ｔ）（Ｅ
（ＴＨ）｛Ｅ（Ｔ１

Ｈ），Ｅ（Ｔ２
Ｈ），・・・・，Ｅ（Ｔｎ

Ｈ）｝）が算出される。
【００３０】
前記速度方向差分θｄｉｆｆ（Ｔ）は、次式のように、協働者の速度ベクトルｖＨと算出
した各タスクＴＨ｛Ｔ１

Ｈ，Ｔ2
Ｈ，・・・・，Ｔｎ

Ｈ｝の移動軌道の進行方向ベクトル
ｖＴ

Ｈ（Ｔ）の角度差分によって算出される。ここで、協働者が停止している場合は、θ
ｄｉｆｆ（Ｔ）＝１とされる。
【数３】

【００３１】
前記軌道コストｃｐａｔｈ（Ｔ）は、特開２０２３－３２３８１号公報に記載され、前記
ＡＧＦでの処理時に求めた移動軌道のコストがそのまま使用される。
【００３２】
以上の速度方向差分θｄｉｆｆ（Ｔ）及び軌道コストｃｐａｔｈ（Ｔ）から、各タスクＴ
Ｈ｛Ｔ１

Ｈ，Ｔ2
Ｈ，・・・・，Ｔｎ

Ｈ｝について、尤度算出部３０で用いるパラメータ
となるエネルギーＥ（Ｔ）が次式により算出される。
【数４】

上式において、ｋθｄｉｆｆ、ｋｃｐａｔｈは、エネルギーを算出する際の固定パラメー
タであり、予め記憶部２３に記憶される。
【００３３】
前記尤度算出部３０では、次式により、達成度推定部２８で算出したタスク達成度Ａ（Ｔ
Ｈ）、協働者動作計画部２９で算出したエネルギーＥ（ＴＨ）の各タスクの尤度Ｐ（Ａ，
Ｅ｜ＴＨ）｛Ｐ（Ａ（Ｔ１

Ｈ），Ｅ（Ｔ１
Ｈ）｜Ｔ１

Ｈ），Ｐ（Ａ（Ｔ２
Ｈ），Ｅ（Ｔ２

Ｈ）｜Ｔ２
Ｈ），・・・，Ｐ（Ａ（Ｔｎ

Ｈ），Ｅ（Ｔｎ
Ｈ）｜Ｔｎ

Ｈ）｝が求められる。
当該尤度の算出においては、確率変数をＡ（ＴＨ）、Ｅ（ＴＨ）とした１以下の単一切断
正規分布を考える。
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【数５】

上式において、σＬは尤度を算出する際の固定パラメータであり、予め記憶部２３に記憶
される。
【００３４】
前記ベイズ更新部３１では、尤度算出部３０で算出された尤度（Ａ，Ｅ｜ＴＨ）を用いて
、ベイズ推定によるタスク実行確率Ｐ（ＴＨ）の更新を行う。このとき、協働者が全ての
タスクＴＨ｛Ｔ１

Ｈ，Ｔ2
Ｈ，・・・・，Ｔｎ

Ｈ｝を達成しており、どのタスクＴＨ｛Ｔ
１
Ｈ，Ｔ2

Ｈ，・・・・，Ｔｎ
Ｈ｝も実行していない確率Ｐ（φ）を考慮する。Ｐ（φ）

は次の式によって算出する。
【数６】

【００３５】
Ｐ（ＴＨ｜Ａ，Ｅ）｛Ｐ（Ｔ１

Ｈ｜Ａ（Ｔ１
Ｈ），Ｅ（Ｔ１

Ｈ）），Ｐ（Ｔ２
Ｈ｜Ａ（Ｔ

２
Ｈ），Ｅ（Ｔ２

Ｈ）），・・・，Ｐ（Ｔｎ
Ｈ｜Ａ（Ｔｎ

Ｈ），Ｅ（Ｔｎ
Ｈ））｝で表さ

れる事後確率は、次式によって算出される。
【数７】

上式において、ｋは、各タスクの重みパラメータを表しており、例えば、前処理タイミン
グでのタスク達成度Ａ（Ｔｐｒｅｖ（ＴＨ））を使い、ｋ＝２Ａ（Ｔｐｒｅｖ（ＴＨ））
とされる。
なお、推定の結果、タスク実行確率Ｐ（Ｔ）が非常に小さい値（≒０）を取った場合に、
確率が更新できなくなってしまう場合がある。そこで、本発明では、タスク実行確率Ｐ（
Ｔ）の下限値Ｐｍｉｎを設け、タスク実行確率Ｐ（Ｔ）がＰｍｉｎを下回るタスクがあっ
た場合には、タスク実行確率Ｐ（Ｔ）をＰｍｉｎに繰り上げ、繰り上げた分を他のタスク
から均等に繰り下げている。
【００３６】
前記動作計画設定部２５では、計画した行動を定量的に評価、選択するために、予め設定
されるロボット１０の各行動選択肢に対して協働者とロボット１０の協働作業に関する負
荷に対応する協働作業コストをそれぞれ算出し、当該協働作業コストに基づいてロボット
１０の行動が選択される。
【００３７】
ここで、行動選択肢としては、ロボット１０及び協働者が事前設定により互いに与えられ
たタスクを実行する行動状態である通常行動と、ロボット１０が自身のタスクの少なくと
も１部を協働者に代替してもらう行動状態である依頼行動と、ロボット１０が協働者のタ
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スクの少なくとも１部を代替する行動状態である支援行動が設定される。
【００３８】
この動作計画設定部２５は、各行動選択肢における協働者及びロボット１０のそれぞれに
ついて協働作業コストを算出するコスト算出部３３と、コスト算出部３３で求めた協働作
業コストに基づき、行動選択肢の中から適切な行動を選択する行動選択部３４とを備えて
いる。
【００３９】
前記コスト算出部３３では、現在実行中のタスク（以下、「直近タスク」と称する）のコ
ストと、それ以外のタスク（以下、「残存タスク」と称する）のコストを別々に算出して
合計することで、前記協働作業コストが求められる。
【００４０】
ここで、作業者の直近タスクＴ０のコストＣ（Ｔ０）、残存タスクＴｉのコストＣ（Ｔｉ

）は、以下の式から算出される。
【数８】

上式において、ｔｐａｔｈ（Ｔ０）は、直近タスクＴ０を行う際の移動時間であり、ｔａ

ｖｅ（Ｔ０）は、予め記憶された当該直近タスクＴ０における目安の作業時間である。ま
た、ｖｄｅｆは、作業者の定常速度であり、ｌｉは、当該残存タスクＴｉの移動距離であ
る。協働者の場合は、残存タスクの順番が不明であるため、各残存タスクＴｉの目標位置
ｘｉから重心位置ｇを算出し，重心位置と当該残存タスクＴｉの目標位置ｘｉの距離をｌ
ｉとする。なお、ｋｌは、記憶部２３に記憶される固定パラメータである。
【００４１】
一方、ロボット１０の直近タスクＴ０のコストＣ（Ｔ０）は、ロボット１０の各行動選択
肢について、前述した行動計画手法であるＡＧＦにより生成されたロボット１０の移動軌
道と、予め設定されたロボット１０の移動速度から、直近タスクＴ０を行う際の移動時間
と予め記憶された当該直近タスクＴ０における目安の作業時間との合計値とされる。また
、ロボット１０の残存タスクＴｉのコストＣ（Ｔｉ）は、残存タスクＴｉの順番が明確で
あるため、当該残存タスクＴｉとその前のタスクの距離をｌｉとし、当該距離ｌｉを予め
設定されたロボット１０の移動速度で除算することで求めた移動時間と予め記憶された当
該残存タスクＴｉにおける目安の作業時間との合計値とされる。
【００４２】
そして、ロボット１０、協働者の協働作業コストＣＲ、ＣＨは、以下の式から算出される
。
【数９】
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上式において、ｋＲ、ｋＨは、記憶部２３に記憶される各作業者の固有パラメータである
。この値を調整することで各作業者のコスト比重が変化するが、本実施形態では、ロボッ
ト１０と協働者の作業効率が均等になるように、ｋＲ＝ｋＨ＝１とされる。
【００４３】
なお、通常行動の場合、協働者の直近タスクＴ０は、タスクＴＨ｛Ｔ１

Ｈ，Ｔ2
Ｈ，・・

・・，Ｔｎ
Ｈ｝のうち、協働者行動推定部２４で求めたタスク実行確率Ｐ（ＴＨ）が最も

高いタスクを実行する場合とされる。
【００４４】
また、依頼行動の場合、ロボット１０の直近タスクＴ０は、協働者へ近づき自身の当該タ
スクを受け渡すことになり、協働者の直近タスクＴ０は当該タスクを受け取ることになる
。
【００４５】
更に、支援行動の場合、ロボット１０の直近タスクＴ０は、協働者へ近づき、協働者の当
該タスクを受け取ることになり、協働者の直近タスクＴ０は当該タスクを受け渡すことに
なる。
【００４６】
また、コスト算出部３３では、各行動選択肢におけるロボット１０の動作が前記ＡＧＦに
よって計画される。ここで、依頼動作、支援動作を計画する際には、ロボット１０と協働
者の間でグローバル・パスプランニングを実行し、軌道上で両者からの道のりが等しい点
が仮想の目標位置として設定される。但し、ロボット１０と協働者が十分に接近した後は
、協働者の位置を目標位置とされ、ＡＧＦにおけるグリッドの粒度、作業可能な最大距離
を変更することで動作計画される。
【００４７】
そして、以下の説明において、両者が互いに与えられたタスクを実行する通常行動の場合
では、ロボット１０の協働作業コストＣＲをＣＮｒｍｌ

Ｒ、協働者の協働作業コストＣＨ

をＣＮｒｍｌ
Ｈとする。また、ロボット１０が協働者にタスクを依頼する依頼行動の場合

では、ロボット１０の協働作業コストＣＲをＣＲｑｓｔ
Ｒ、協働者の協働作業コストＣＨ

をＣＲｑｓｔ
Ｈとする。更に、ロボット１０が協働者のタスクを支援する支援行動の場合

では、ロボット１０の協働作業コストＣＲをＣＡｓｓｔ
Ｒ、協働者の協働作業コストＣＨ

をＣＡｓｓｔ
Ｈとする。何れも、前述の数式により算出されるが、ロボット１０が依頼行

動や支援行動を行う際は、直近タスクをタスクの受け渡し動作としてロボット１０の直近
タスクのコストを計算し、協働者の直近タスクのコストは、ロボット１０の直近タスクの
コストと同値とされる。
【００４８】
前記行動選択部３４では、通常行動、依頼行動、支援行動毎に、ロボット１０及び協働者
の各協働作業コストを総合した総合コストに基づき、後述する条件式を用いてこれら各行
動が比較され、その結果によりロボット１０の行動が決定される。このとき、通常行動、
依頼行動、支援行動それぞれについて、総合コストは、協働作業コストＣＲ、ＣＨの合計
値に、予め設定された係数ＫＮｒｍｌ、ＫＲｑｓｔ、ＫＡｓｓｔを乗じたものとなる。こ
れら係数ＫＮｒｍｌ、ＫＲｑｓｔ、ＫＡｓｓｔはデフォルト値を１としており、以下（１
）～（３）の状況によって変更される。
【００４９】
（１）リアクティブ定数
ロボット１０の依頼行動、支援行動では、ロボットから協働者に主張するプロアクティブ
と、協働者の主張に対してロボット１０が同調するリアクティブの状態が定義される。こ
れらは、単純にロボット１０、協働者のどちらが先に依頼行動、支援行動という協働譲り
合いの提案を行ったかによって決定される。従って、協働者がロボットに対して先に協働
譲り合いを提案した場合、ロボット１０は、リアクティブに行動を決定することとなる。
この判断としては、相手に対して「お願いします」、「私がやります」という発話を行っ
た際に、当該発話を行った一方が他方に依頼行動や支援行動を提案したと判断される。
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ロボット１０がリアクティブに行動を決定する場合は、協働者が協働譲り合いを提案した
事実をコスト要素として考慮する必要がある。そこで、音声検出部２１により、協働者が
「私がやります」若しくは同義の発話情報が検出され、ロボット１０がリアクティブの状
態と判断された場合には、依頼行動に係る係数ＫＲｑｓｔに、リアクティブ係数ＫＲが掛
け合わされる。一方、協働者が「お願いします」若しくは同義の発話情報が検出され、ロ
ボット１０がリアクティブの状態と判断された場合には、支援行動に係る係数ＫＡｓｓｔ

に、リアクティブ係数ＫＲが掛け合わされる。これらリアクティブ係数ＫＲは、記憶部２
３に記憶された固定パラメータであり、１未満に設定することで当該行動が起こり易くな
る。
（２）行動変化定数
ロボット１０が依頼行動、支援行動を選択し、プロアクティブにスピーカー１６から協働
者に対して発話することで意思を示した場合に、その直後に別の行動を選択すると協働者
の混乱を招く可能性がある。そのため、一度協働譲り合い行動を選択した後は、直近の行
動が終了するまで、別の行動の係数に行動変化定数ＫＣが掛け合わされる。この行動変化
定数ＫＣは、記憶部２３に記憶された固定パラメータであり、１より大きい値に設定する
ことで当該行動が起こりにくくなる。
（３）予測誤差変数
ロボット１０が協働譲り合いを開始した後に、何らかの理由によって協働者が反応できな
かった場合、ロボット１０は、当該協働譲り合いを断念して行動を変更する必要がある。
そこで、協働譲り合いを開始した時刻に算出された当該行動に対して、予測通りに行動が
進んでいるかが判断され、予測誤差に応じた予測誤差変数ＫＥが当該行動の係数に掛け合
わされる。予測誤差変数ＫＥは、以下の式によって算出される。
【数１０】

なお、上式において、ＣＲ（Ｔ０）は、現在時刻における当該行動のロボット１０の直近
タスクＴ０の協働作業コスト、ＣＲ（Ｔ０）´は、当該行動開始時におけるロボット１０
の直近タスクＴ０の協働作業コスト、Δｔは当該行動開始時からの経過時間、Ｃｅｒｒは
コストの予測誤差である。また、ｋＥは、予測誤差変数を算出する際の固定パラメータで
あり、予め記憶部２３に記憶される。
【００５０】
そして、以下の条件式によりロボット１０の行動が決定される。
【数１１】

【００５１】
上式において、依頼行動については、ロボット１０及び協働者の両者の協働作業コストの
合計に前記係数を乗じた総合コストが通常行動より小さくなり、且つ、ロボット１０の協
働作業コストが協働者の協働作業コストより大きい場合に選択される。支援行動について
は、前記総合コストのコストが通常行動より小さくなり、且つ、ロボット１０の協働作業
コストが協働者の協働作業コストより小さい場合に選択される。ここで、リアクティブに
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行動する場合には、ロボット１０、協働者の間の協働作業コストの大小を比較せずに、前
記合計コストについての通常行動との対比のみで行動が選択される。そして、これらの条
件の何れも満たさない場合は、通常行動が選択される。以上において、協働譲り合い行動
と通常行動の間では、ロボット１０及び協働者の両者の協働作業コストの合計コストが比
較されることになり、ロボット１０及び協働者の作業の総量が小さくなる行動が選択され
る。
【００５２】
なお、全体の作業時間が小さくなる行動を選択できるように、前述の条件式に代えて他の
条件式を採用してロボット１０の行動を決定することもできる。
【００５３】
前記動作指令部２６では、動作計画設定部２５で選択されたロボット１０の行動に沿う移
動軌道での移動を含めたタスクの実行動作を行うように、動作部１１に対して動作指令が
行われる。
【００５４】
ここで、依頼行動、支援行動が選択された場合には、その意図がスピーカー１６からの音
声を通じて協働者に伝わるように、ロボット１０からの発話動作が行われる。また、ロボ
ット１０の主張に対して協働者が断る意思を表す発話情報を音声検出部２１で検知した場
合、ロボット１０は、再度の動作計画により、通常行動に切り替え可能となる。逆に、協
働者が主張した際に、ロボット１０が通常行動を選択した場合には、協働者の主張を断る
行動となるため、その意図がスピーカー１６からの音声を通じて協働者に伝わるよう発話
動作が行われる。
【００５５】
なお、ロボット１０の依頼行動及び支援行動によって、タスクの受け渡しが発生した場合
には、記憶部２３に記憶されたロボット１０、協働者のタスクＴＲ、ＴＨの更新が行われ
る。依頼行動の場合には、依頼するタスクをロボット１０のタスクＴＲから削除され、協
働者のタスクＴＨに追加される。このとき、協働者は、当該タスクをその場で実行開始す
るため、当該タスクの実行確率が１若しくは１よりもやや小さい値に設定される。支援行
動の場合には、支援する協働者のタスクＴＨが削除され、ロボット１０のタスクＴＲに追
加される。このとき、協働者の他のタスクの実行確率について、現在の合計値と相対的な
割合が変化しないよう再計算される。
【００５６】
以上の構成の制御装置１３は、所定の複数のタスクからなる一連の作業を協働者と協調し
ながら実行するロボット１０の行動を決定する行動決定システムとして機能する。
【００５７】
なお、本発明が対象とする前記一連の作業としては、特に限定されるものではなく、以下
の作業やタスクも例示できる。前記実施形態では、プロアクティブやリアクティブな行動
として、ロボット１０と協働者との間で対象物の受け渡しも想定される。その際、作業効
率を考慮して対象物の目的地点となるゴミ箱等を移動させるような前記受け渡し以外の行
動選択肢を考慮することもできる。また、前記受け渡し以外の行動選択肢として、ロボッ
ト１０や協働者と目的地点との間に位置するサブゴールを設定することも可能である。そ
の他、ロボット１０と協働者が協働しながら料理するような作業等、種々の作業にも本発
明を適用可能である。
【００５８】
また、前記実施形態では、前記協働作業コストを所要時間に基づき算出しているが、本発
明はこれに限らず、距離や作業量に基づいて前記協働作業コストを算出することもできる
。この場合、前述のコスト式における時間のパラメータを距離や作業量のパラメータに変
更することで協働作業コストが求められる。ここで、作業量のパラメータとしては、例え
ば、運搬荷物の重量を移動量に乗じて得られる数値が挙げられる。
【００５９】
その他、本発明における装置各部の構成は図示構成例に限定されるものではなく、実質的
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に同様の作用を奏する限りにおいて、種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００６０】
１０  ロボット
１１  動作部
１２  検出装置
１３  制御装置
２４  協働者行動推定部
２５  動作計画設定部
２６  動作指令部
２８  達成度推定部
２９  協働者動作計画部
３０  尤度算出部
３１  ベイズ更新部
３３  コスト算出部
３４  行動選択部
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【図１】
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